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⑵
　
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

03（
3581）

8201

７
　
申
請
手
続

⑴
　
受
付
期
間

令
和
７
年
５
月
28日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
30日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

⑵
　
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
　
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
　
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
　
申
請
書
類

ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

ウ
　
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
　
各
１
通

ア
　
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
　
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

令
和
７
年
10月

４
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

２
　
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
12番

５
号
　
警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
　
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
以
下
「
施
設
警
備
業
務
」

と
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
１
級
の
検
定
（
以

下
「
１
級
検
定
」
と
い
う
。
）

４
　
検
定
予
定
人
員

20名

５
　
受
検
対
象
者

⑴
　
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定
（
施
設
警
備
業
務
に

係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
２
級
検
定
」
と
い
う
。
）
に
係
る

法
第
23条

第
４
項
の
合
格
証
明
書
（
以
下
「
合
格
証
明
書
」
と

い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証

明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間

が
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

⑵
　
東
京
都
公
安
委
員
会
が
前
⑴
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知

識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

６
　
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
　
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
７
年
５
月
19日

（
月
曜
日
）
及
び
同
月
20日

（
火
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

目

次

告
　
　
　
示
（
公
）

○
警
備
員
等
の
検
定
の
実
施
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…	

一

告
　
　
　
示
（
公
）

▷

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
129号

警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
23条

第
１
項
の
規
定
に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
､

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会

規
則
第
20号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
７
年
４
月
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

記

１
　
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
　
学
科
試
験

令
和
７
年
７
月
５
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
30分
か
ら
午
前
11時
ま
で

⑵
　
実
技
試
験
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⑴
　
受
付
期
間

令
和
７
年
５
月
28日

（
水
曜
日
）
か
ら
同
月
30日

（
金
曜

日
）
ま
で
の
３
日
間

午
前
８
時
30分
か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

⑵
　
受
付
場
所

規
則
第
９
条
に
規
定
す
る
検
定
申
請
書
の
提
出
は
、
次
の
い

ず
れ
か
に
掲
げ
る
警
察
署
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

ア
　
東
京
都
内
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署

イ
　
警
備
員
と
し
て
属
す
る
東
京
都
内
の
営
業
所
の
所
在
地
を

管
轄
す
る
警
察
署

⑶
　
申
請
書
類

ア
　
検
定
申
請
書
　
１
通

イ
　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上

三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
写
真
で
、
そ
の
裏
面
に
氏

名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
載
し
た
も
の
）
　
２
葉

ウ
　
前
⑵
の
受
付
場
所
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書

面
　
各
１
通

ア
　
前
⑵
の
ア
に
該
当
す
る
者
は
、
住
所
地
を
疎
明
す
る
住

民
票
の
写
し
、
運
転
免
許
証
の
写
し
そ
の
他
の
住
所
地
が

明
ら
か
と
な
る
書
面

イ
　
前
⑵
の
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
警
備
員
と
し
て
属
す
る

営
業
所
の
所
在
地
を
疎
明
す
る
営
業
所
所
属
証
明
書

た
だ
し
、
前
⑵
の
ア
及
び
イ
に
該
当
す
る
者
は
、
い
ず
れ

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

⑷
　
検
定
手
数
料
　
16,000円

７
　
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話
　
03（

3581）
4321　

内
線
30312

記

１
　
検
定
の
実
施
期
日
及
び
時
間

⑴
　
学
科
試
験

令
和
７
年
７
月
５
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
30分

か
ら
午
前
11時

ま
で

⑵
　
実
技
試
験

令
和
７
年
10月

４
日
（
土
曜
日
）

午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

２
　
検
定
の
実
施
場
所

品
川
区
東
大
井
一
丁
目
12番

５
号
　
警
視
庁
鮫
洲
運
転
免
許
試

験
場

３
　
検
定
の
実
施
種
別

規
則
第
１
条
第
２
号
の
警
備
業
務
（
施
設
警
備
業
務
に
係
る
も

の
を
い
う
。
）
に
係
る
規
則
第
４
条
に
規
定
す
る
２
級
の
検
定

４
　
検
定
予
定
人
員

60名

５
　
検
定
申
出
の
要
領

検
定
申
請
に
先
立
っ
て
、
検
定
申
出
を
必
ず
行
う
こ
と
。

な
お
、
検
定
申
出
は
、
電
話
受
付
の
み
と
し
、
先
着
順
に
よ
り

確
定
す
る
。

⑴
　
検
定
申
出
の
受
付
期
間

令
和
７
年
５
月
21日

（
水
曜
日
）
及
び
同
月
22日

（
木
曜

日
）
の
２
日
間

午
前
８
時
30分

か
ら
午
後
４
時
30分

ま
で

⑵
　
受
付
専
用
電
話

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

03（
3581）

8201

６
　
申
請
手
続

か
の
疎
明
す
る
書
面
を
要
し
な
い
。

エ
　
前
記
５
に
該
当
す
る
こ
と
を
疎
明
す
る
次
の
書
面
　
各
１

通ア
　
前
記
５
の
⑴
に
該
当
す
る
者
は
、
２
級
検
定
に
係
る
合

格
証
明
書
の
写
し
及
び
施
設
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た

こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
が
作
成
す
る
警
備
業
務
従
事

証
明
書
（
以
下
「
警
備
業
務
従
事
証
明
書
」
と
い
う
。
）

た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
、
警

備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
の
⑴
に
掲
げ
る
者
に
該

当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
を
警
備
業
務

従
事
証
明
書
に
代
え
て
提
出
す
る
こ
と
。

イ
　
前
記
５
の
⑵
に
該
当
す
る
者
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格

認
定
書
の
写
し

⑷
　
検
定
手
数
料
　
16,000円

８
　
問
合
せ
先

警
視
庁
生
活
安
全
部
生
活
安
全
総
務
課
防
犯
営
業
第
一
係

電
話
　
03（
3581）

4321　
内
線
30312

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
130号

警
備
業
法
（
昭
和
47年

法
律
第
117号

）
第
23条

第
１
項
の
規
定

に
基
づ
き
検
定
を
実
施
す
る
の
で
、
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る

規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
規
則
」

と
い
う
。
）
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
７
年
４
月
４
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
京
都
公
安
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
委
員
長
　
廣
　
瀨
　
道
　
明

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

円

一
箇
月

円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所
電
話

〇
三（
五
二
七
六
）〇
八
一
一（
代
）
郵便番号
１０１―００５１

三

鈴

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
千
代
田
区
神
田
神
保
町
二
丁
目
三
十
二
番
地
一

三
〇

六
、
六
〇
〇


